
 

 

 

令和５年２月発行 

発行元：認知症疾患医療センター＆認知症相談支援センター 

認知症に関するさまざまな情報をお届けします。           共同で発行しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

◆◆改正道路交通法（令和４年５月１３日施行）について◆◆ 
令和４年５月 13日に道路交通法の改正により、 

75歳以上の方の運転免許証の更新制度が変わりました。 

WITH～認め合おう、知り合おう、医療と介護～ 
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認知症情報誌 

 

 

（高齢運転者対策の改正について） 

 

 

「サポートカー限定免許」の導入 
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申請によるサポートカー限定免許を選択 より安全な自動車で運転を継続 

※サポートカー限定免許の対象車両は、警察庁のホームページに掲載されています。 

 

 

※申請は、運転免許証の更新時に併せて行うことが可能です。 

 

 
「運転経歴証明書」 
の交付申請が可能 

 

〇70歳以上 75歳未満（更新期間満了日の年齢）の方 

→有効期間満了日の 6か月前を目途に高齢者講習通知書が届きます。 

〇75歳以上（更新期間満了日の年齢）の方 

→有効期間満了日の 6か月前を目途に認知機能検査等に関する通知書が届きます。

00 
【問合先】 

愛知県警察本部 運転免許課コールセンター  ☎0570－02－7075(平日午前 9時～午後 5時） 

対象の方の年齢により、下記のとおり通知が届きます。内容をご確認ください。 

 

 

（手続きについて） 

 

※警察庁のホームページを引用 

 

「運転技能検査」の導入 
 
 

 



名古屋市認知症相談支援センターYouTubeチャンネルでは
『認知症とともに歩む人のまなざし 本人と家族の語り』という
タイトルで、ご本人やご家族が自らの体験を語る声を届ける場と
して現在、本人：5本、介護している家族：12本の動画を配信
しています。ご興味ある方は、是非ご覧ください。 

～認知症関係の行事予定～ 詳細、申込方法は問合せ先までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症コラム №２１ 「認知症と自動車運転」 

黒川医院 院長 黒川 豊（名古屋市認知症相談支援センター嘱託医）  

認知症の高齢者の自動車運転、決して他人ごとではない。急速に高齢化が進み、認知症患者数が

2025年には約 700万人と見込まれている。ご存じのように認知症は、いったん正常に発達した知的機

能が持続的に低下し、社会生活に支障をきたすようになった状態。買い物、趣味、家事、通院といった日

常に支障をきたすことになる。自分自身、自動車運転もその日常の一部である。とは言え、自動車の運転

能力は日常生活能力をはるかに超えている。命にかかわり、本人だけでなく周りの人や家族の人生を変え

ることにもなりかねない。2017年 3月改正道路交通法が施行され、認知症と診断された人は自動車の

運転ができなくなったが、地域によっては車がなければ買い物、通院など日常生活に大きくかかわってく

る。 

このような議論がされるとき、「運転免許証返納」、そして「自動運転車の実用化」が取り上げられるこ

とが多い。 

運転免許証返納は重大な交通事故の軽減につながるはずではあるが、認知症と診断されたからといって

一律に取り消すのではなく、その前段階として条件付きの運転を認められないだろうか。 

軽度認知障害から軽度認知症のレベルの人は一般高齢者と比べて運転技術の低下は著しいとは言えず、

また運転に必要なスキル全てが低下するわけではないとの研究もある。 

時間やコストを要するが、アメリカやオーストラリア等で実施しているように、個々の運転スキルを 

実車テストやドライブシュミレーター等で評価してはどうか。認知症は症状が進むことから、更新期間を 

6カ月～1年毎に行い、「自宅から半径〇キロ以内」「時間帯を限定する」「認知能力を補うための運転支援

システム搭載車限定する」などの条件付きの免許にする方法を検討してはどうか。 

評価される側も、煩わしさや運転能力の低下を徐々に実感することがあれば、 

まだできると過信して運転をやめない高齢者や軽度認知症の人も、納得して 

運転を止められるのではないだろうか。 

そして、研究・開発が進められている自動運転車だが、法整備やインフラ整備を 

含めた完全自動運転車（レベル 5）の実用化を待ちたい。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検索 

◆名古屋市の認知症情報◆ 

➡名古屋市ウェブサイト トップページ →暮らしの情報 → 

→高齢者 →認知症施策 →認知症の方や家族を支援する取り組み 

認知症に関する情報や相談窓口はこちら 

 

名古屋市認知症相談支援センター 認知症の人本人と 

YouTube チャンネル 家族の語りをご覧ください 

☎電話から 
認知症コールセンター 認知症の症状や介護等に関する様々な相談 
 ◆名古屋市認知症コールセンター ☎052-734-7089  
認知症疾患医療センター 専門医療、鑑別診断と治療、急性期対応等に関する相談 
◆名鉄病院 ☎052-551-2802  ◆まつかげシニアホスピタル ☎052-352-4165  

◆もりやま総合心療病院 ☎052-795-3560  ◆八事病院 ☎052-832-2181 

💻パソコン・スマートフォンから 

 

 
なごや認知症あんしんナビ キーワード検索 

 


